
　

新
型
コ
ロ
ナ
で
賃
貸
業
界
に

も
大
き
な
影
響
が
出
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
政
府
か
ら
給
付
金

な
ど
の
支
援
政
策
が
次
々
と
打

ち
出
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な

給
付
金
は
国
民
に
一
律
10
万
円

が
給
付
さ
れ
る
特
別
定
額
給
付

金
だ
が
、
他
に
も
様
々
な
支
援
・

給
付
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
も
賃
貸
業
界
に
最
も
影
響

が
あ
り
そ
う
な
制
度
が
「
住
宅

確
保
給
付
金
制
度
」
だ
。
同
制
度

は
平
成
27
年
４
月
に
施
行
さ
れ

た
が
、
令
和
２
年
４
月
20
日
に

適
用
条
件
が
緩
和
さ
れ
、
条
件

の
敷
居
が
下
が
っ
た
。
こ
の
制

度
は
休
業
等
に
伴
う
収
入
の
減

少
に
よ
り
、
住
居
を
失
う
恐
れ

が
生
じ
て
い
る
人
を
対
象
と
し

て
、
原
則
３
カ
月
間
家
賃
相
当

額
を
支
給
す
る
。
さ
ら
に
申
請

を
す
れ
ば
２
度
更
新
が
行
え
、

最
大
９
か
月
間
家
賃
相
当
額
が

自
治
体
か
ら
「
賃
貸
人
」
へ
代
理

納
付
さ
れ
る
仕
組
み
だ
。
申
請

は
賃
貸
人
で
は
な
く
、
賃
借
人

が
行
い
窓
口
は
「
生
活
困
窮
者

自
立
相
談
支
援
機
関
」と
な
り
、

こ
ち
ら
へ
相
談
・
申
請
を
行
う

こ
と
に
な
る
。
生
活
困
窮
者
自

立
相
談
支
援
機
関
は
申
請
を
受

け
る
と
、
担
当
と
な
る
市
区
町

村
へ
申
請
書
等
の
送
付
を
行

う
。申
請
が
下
り
れ
ば
、決
定
通

知
書
が
市
区
町
村
か
ら
生
活
困

窮
者
自
立
相
談
支
援
機
関
を
経

て
申
請
者
へ
と
送
ら
れ
る
仕
組

み
だ
。
そ
の
後
は
市
区
町
村
か

ら
代
理
納
付
と
い
う
形
で
「
賃

貸
人
等
」
へ
支
給
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
制
度
の
支
給
対

象
と
な
る
た
め
に
は
以
下
の
４

つ
の
要
件
を
全
て
満
た
す
必
要

が
あ
る
。
①
主
た
る
生
計
維
持

者
が
離
職
・
廃
業
後
２
年
以
内

で
あ
る
場
合
。
も
し
く
は
個
人

の
責
任
・
都
合
に
寄
ら
ず
、
給
与

等
を
得
る
機
会
が
離
職
・
廃
業

と
同
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
る

場
合
。
②
直
近
の
月
の
世
帯
収

入
合
計
額
が
、
市
町
村
民
税
の

均
等
割
り
が
非
課
税
と
な
る
額

の
１
／
12
と
、
家
賃（
但
し
、
上

限
あ
り
）
合
計
額
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
。
③
現
在
の
世
帯
の

預
貯
金
合
計
額
が
各
市
区
町
村

で
定
め
る
額
を
越
え
て
い
な
い

こ
と
。
④
誠
実
か
つ
熱
心
に
求

職
活
動
を
行
う
こ
と
。

　

改
正
前
に
あ
っ
た
、
年
齢
制

限
が
撤
廃
さ
れ
、離
職
・
廃
業
の

み
対
象
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を

給
与
の
減
収
も
対
象
と
な
っ

た
。
ま
た
、
以
前
は
必
要
で
あ
っ

た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
職
申

込
み
も
不
要
に
な
る
な
ど
、
対

象
と
な
る
た
め
の
敷
居
は
低
く

な
っ
た
。
住
宅
確
保
給
付
金
の

申
請
は
、
各
市
区
町
村
の
自
治

体
の
福
祉
担
当
部
署
が
窓
口
と

な
っ
て
い
る
。
自
治
体
に
よ
っ

て
は
社
会
福
祉
法
人
や
、NP

O

が

担
当
窓
口
と
な
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
る
た
め
、
先
ず
は
窓
口
に

連
絡
を
入
れ
相
談
に
乗
っ
て
も

ら
う
の
が
良
い
だ
ろ
う
。
窓
口

へ
の
訪
問
が
難
し
い
場
合
に

は
、
相
談
員
の
派
遣
対
応
も
可

能
な
場
合
が
あ
る
。
支
給
額
に

つ
い
て
は
住
ん
で
い
る
市
区
町

村
や
、
世
帯
人
数
に
よ
っ
て
異

な
る
。
東
京
都
特
別
区
の
場
合

を
例
と
す
る
と
、
支
給
上
限
額

の
目
安
は
１
人
世
帯
で
５
３
，

７
０
０
円
、
２
人
世
帯
で
６
４

，
０
０
０
円
、
３
人
世
帯
で
６

９
，
８
０
０
円
と
な
る
。
こ
れ

は
生
活
保
護
制
度
の
住
宅
扶
助

額
が
上
限
と
な
っ
て
お
り
、
家

賃
額
が
支
給
さ
れ
る
。ま
た
、こ

れ
ら
の
支
給
額
に
は
共
益
費
や

駐
車
場
料
金
は
含
ま
れ
な
い
点

は
注
意
し
た
い
。
申
請
時
に
必

要
と
さ
れ
る
書
類
に
も
触
れ
よ

う
。
①
「
本
人
確
認
書
類
」
運
転

免
許
証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
表
面
）
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
各
種
福
祉
手
帳
、
健

康
保
険
証
、
住
民
票
、
戸
籍
謄
本

等
の
写
し
等
。
顔
写
真
付
き
の

証
明
書
が
な
い
場
合
は
２
点
以

上
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

②
「
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
」

申
請
を
す
る
人
、
及
び
世
帯
の

人
の
給
与
明
細
、
年
金
等
の
公

的
給
付
金
の
証
明
書
等
。（
各
種

控
除
が
さ
れ
る
前
の
額
が
分
か

る
必
要
が
あ
り
）
③
「
預
貯
金
額

が
確
認
で
き
る
書
類
」
申
請
を

す
る
人
、
及
び
同
居
し
て
い
る

親
族
等
の
金
融
機
関
の
通
帳
の

写
し
。④
「
離
職
・
廃
業
や
就
労

日
数
・
就
労
機
会
の
減
少
が
確

認
で
き
る
書
類
」［
離
職
・
廃
業

後
２
年
以
内
の
場
合
］
離
職
票

や
離
職
証
明
書
、
廃
業
届
等
。

［
個
人
の
責
任
・
都
合
に
よ
ら
ず

給
与
等
を
得
る
機
会
が
、
離
職
・

廃
業
と
同
程
度
ま
で
減
少
し
て

い
る
場
合
］（
例
）
雇
用
さ
れ
て

い
る
方
の
場
合
、
勤
務
日
数
や

勤
務
時
間
の
減
少
が
確
認
で
き

る
シ
フ
ト
表
等
。

　

申
請
後
、
支
給
が
始
ま
っ
た

後
も
前
述
の
「
誠
実
か
つ
熱
心

に
求
職
活
動
を
行
う
こ
と
」
の

記
述
に
関
連
し
て
、
支
給
期
間

中
は
求
職
活
動
を
行
い
、
活
動

の
状
況
を
自
立
相
談
支
援
機
関

へ
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
は
自
営
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
で
働
く
人
や
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
現

在
休
職
中
の
場
合
に
も
新
た
な

職
を
探
す
必
要
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
一
定
の
求
職
活
動
を

行
え
ば
現
在
の
就
業
を
断
念
す

る
必
要
は
な
い
。
担
当
省
庁
は

厚
生
労
働
省
と
な
る
。
詳
細
は

厚
生
労
働
省
生
活
支
援
特
設
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
詳
し
く
記

載
さ
れ
て
い
る
。
入
居
者
か
ら

の
相
談
を
受
け
た
際
に
は
是
非

活
用
し
て
い
き
た
い
制
度
だ
。

ま
た
、
６
月
12
日
に
参
議
院
本

会
議
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
を
盛
り
込
ん
だ

政
府
の
第
２
次
補
正
予
算
が
成

立
し
た
こ
と
を
受
け
、
新
た
に

「
家
賃
支
給
給
付
金
」
の
制
度
が

設
け
ら
れ
た
。こ
ち
ら
は
、
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
を
契
機
と
し
た
自
粛
要
請

等
に
よ
っ
て
売
上
の
急
減
に
直

面
す
る
事
業
者
の
事
業
継
続
を

下
支
え
す
る
た
め
、
固
定
費
の

中
で
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い

る
地
代
、
家
賃
の
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
テ

ナ
ン
ト
事
業
者
」
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
だ
。
給
付
対
象

に
な
る
の
は
、「
中
堅
企
業
、
中

小
企
業
、小
規
模
事
業
者
、
個
人

事
業
主
等
」で
、
今
年
（
２
０
２

０
年
）
５
月
～
12
月
の
間
に
、①

い
ず
れ
か
１
ヵ
月
の
売
上
高
が

前
年
同
月
比
で
50
％
以
上
減
少

②
連
続
す
る
３
ヵ
月
の
売
上
高

が
前
年
同
期
比
で
30
％
以
上
減

少
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
場

合
に
給
付
対
象
と
な
る
。
法
人

の
場
合
＝
直
近
の
家
賃
の
２
／

３（
75
万
円
ま
で
）
。
75
万
円
を

超
え
る
部
分
は
１
／
３
。
１
ヵ

月
の
上
限
額
は
１
０
０
万
円

だ
。
個
人
事
業
主
の
場
合
＝
直

近
の
家
賃
の
２
／
３
（
37.

５
万

円
ま
で
）。
37.

５
万
円
を
超
え

る
部
分
は
１
／
３
。
１
ヵ
月
の

上
限
額
は
50
万
円
で
、
い
ず
れ

も
６
ヵ
月
分
が
支
給
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
法
人
は
最
高
６
０

０
万
円
、
個
人
事
業
主
で
は
最

高
３
０
０
万
円
の
家
賃
補
助
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一

般
入
居
者
に
対
す
る
「
住
宅
確

保
給
付
金
」
と
、
中
堅
企
業
、
中

小
企
業
、小
規
模
事
業
者
、
個
人

事
業
主
向
け
の
「
家
賃
支
給
給

付
金
」
を
上
手
く
使
う
こ
と
で

こ
の
局
面
を
乗
り
越
え
て
い
け

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


